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桐蔭法学13巻1号(2006年)

訳者 まえが き

昨今、ヒマラヤの2つ の王国が世界の注 目を浴びている。一つ、ネパー

ル王国においては、ギ ャネン ドラ国王が全権を掌握 し、絶対君主制を再

現 しようと企てた為、国民の猛烈な反発を受け、王制そのものの存在が

危 うい状態 に陥っている。 もう一つ、ブータン王国においては、ワンチュ

ク国王が 自らの王位 に定年制を敷 く等の民主化に着手 し、更 には新憲法

が制定 される2008年 にその王位 を皇太子に譲位 し退位することを発表

するなど、国民を驚かせている。国王の指示で最高裁判所長官を中心 と

した憲法制定委員会において、立憲君主制に基づ く、新たな憲法草案が

出来上が り、国王自ら先頭に立 ち、皇太子 と共に全国を歴訪 しなが ら国

民に内容の説明を行い、最終的な手続 きへと着実に前進 している。

ここに、まだ不完全ではあるが、その全文の訳を試みた。この憲法は、

34章 、345条 にも及ぶ比較的長編憲法であ り、宗教用語等 を意図的に使

用 している為、現代 日本語に訳する際に困難に直面 したが、注釈などを

付けることによって、出来るだけ原文のニュアンスを忠実に生かせるよ

う努めた。その為、意訳 よりも直訳的な要素が多 く、文章が滑らかでな

い為、今後、更に数回訳 し直す覚悟で、取 り敢 えず内容を資料 として提

供することに努めた。

各方面からの御批評並びに御批判 を頂 き、 より良い訳へ向かっての一

歩にしたい と願 ってお ります。また、内容等 に関する建設的な御助言等、

あ りましたら訳者の責任 において最高裁判所長官ヘフィー ドバ ックを行

いたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

ペ マ ギ ャルポ
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ブー タン王国憲 法草2005年8月15日 公 表(ペ マギ ャル ポ ・金 田有 司)

前文

我々、ブータン王国国民は、仏陀、神の保護、指導者の英知、燦然た

る我が国の永遠なる繁栄及びジグメ ・シンゲ ・ワンチュク国王陛下の統

率力から明瞭な恩恵 を授かる。

常に、国家の主権を強固なものとし、自由の天恵を守 り、正義 と平和 を

保障 し、人々の結束、幸福及び福祉を高めることを我ら自身に厳粛に誓う。

===年==月==日 、 こ れ を ブ ー タ ン王 国 の 憲 法 と して定 め 、 こ こ に

公 布 す る。

第1章 ブ ー タ ン王 国
1条 ブータンは主権王国であ り、その主権はブータン国民に存する。

2条 政治形態は、民主的立憲君主制である。

3条 ブータンの国際的国境は、不可侵であ り、又如何 なる領域や国境

の修正も国民議会議員総数の4分 の3以 上の同意により決せ られ

ることとする。

4条 ブータンの領土は、郡(1)及び市(2)より成 り立つ20の 県(3)によって構成

される。如何なる県又は郡の領域及び境界の修正も、国民議会議

員総数の4分 の3以 上の同意により決せ られることとする。

5条 ブータンの国旗及び国章については、本憲法の補則第1条 に規定

する。

6条 ブータンの国歌 については、本憲法の補則第2条 に規定する。

1ゲ ェ オ ク(Gewog)

2ト ォ ル ム デ(Thromde)

3ゾ ォ ン ガ ッ ク(Dzongkhags)
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桐蔭法学13巻1号(2006年)

7条 ブー タンの建国記念 日は、毎年12月17日 とする。

8条 ゾンカ語はブータンの国語である。

9条 本憲法は、国家の最高法規である。

10条 ブータン領土において有効 な全ての法律は、国会 による変更、破

棄又は改正が行なわれるまで、有効 なものとする。但 し、如何 な

る法律規定も、本憲法が効力を発する前 または後に制定 されたか

に関わらず、本憲法と一致 しないものは、無効 とする。

11条 最高裁判所は、本憲法の保持機関であ り、その解釈 に最終権限を

有する。

12条 鉱物資源、河川、湖及び森林 に関する所有権は、国家に属 し、国

家の資産であるゆえ、法律によって規制される。

13条 行政府、立法府及び司法府は、分離 し、本憲法によって定められ

た範囲以外での、相互侵犯を認めない。

第2章 君主制
第1条 ブータン王国の国王陛下は国家元首であ り、王国及びブータン

国民の統合の象徴である。

第2条 ブータンの政教複合体制(Chhoeーsid-nyi)(4)は、国王 に一致 し、

一仏教徒 として
、この政教一致の堅持者である。

第3条 ブータンの黄金の玉座の継承者は、ブータン国王ウギェン ・ワ

ンチュクが土の申年の11ヶ 月目の13日 、すなわち1907年12

月17日 に厳かに即位 して以来、正統 な子孫によって、以下の

ように継承 されて きた。

(a)合 法的な婚姻の下に誕生 した子孫にのみ認められる。

(b)ブ ータン国王の退位又 は崩御 を受け、直系子孫への世襲継承

によって認められる。年功序列の順、又王子は王女に優先権

4政 教 一致 を意 味 し、 その2元 性 又 は2重 性 を指 す 。政 教分 離 の反語 。

4
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を持ち、必要条件の下に認められる。又、最年長王子 に不足

が生 じた場合 には、ブータン国王の神聖な職務 により王位に

最 も相応 しい王子又は王女を選 び、その即位 を宣する。

(c)王 妃が妊娠中にブータン国王が崩御 した場合、も し第3条

(b)に 該当する継承者が存在 しない場合には、その子 をもっ

て継承者とする。

(d)も しブータン国王に直系子孫が存在 しない場合には、ブータ

ン国王の最直近の傍系子孫の中から、年長者に優先権 を与え、

直系子孫の基準 に応 じて認め られる。

(e)身 体的又は精神的障害により、国王の任務遂行が不可能であ

る場合は、継承が認め られない。

(f)王 位を継承する権利が与えられた者で も、生来のブータン国

民以外 と婚姻 している場合、その権利は認められない。

第4条 王 位 継 承 者 は 、 ブ ナ カ城(5)にて シ ャ ブ ドゥ ル ン グ ・ガ ワ ン ・ナ ム
　

ギェルの聖なる遺品から王位を示すスカーフ(Dar)(6)を受 け取

り、黄金の王座に即位する。

第5条 ブー タン国王の王位即位時に、王家、国会議員及び第19条 に

記される各官庁の長によるブータン国王への 「忠誠の宣誓」が

行なわれる。

第6条65歳 になられたブータン国王は、皇太子又は皇太妃が成人 し

ている場合に、その王位 を譲 り退位する。

第7条 下記項 目に該当する場合 には、第9条 の下、摂政委員会が置か

れる。

(a)王 位継承者が21歳 に達 していない場合。

(b)ブ ータン国王が一時的な精神的又は身体的障害により、国王

の任務遂行が不可能 となった場合、国民議会議員総数の4分

の3以 上 によってその設置を決議することが出来る。

5原 文 ゾ ンカ語版 で は、 「プ ンタ ンカの城」 となって い る。

6祝 福 の 際 に与 え る布 製 の旗 を指 す。
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桐蔭法学13巻1号(2006年)

(c)ブ ータン国王が公式宣言にて、国王の任務遂行を一時的に辞

した場合。

第8条 下記の者によ り構成 される摂政委員会は、本憲法の下、ブータ

ン国王 に与えられた諸権限を連帯責任 において行使する。

(a)国 王諮問機関(7)により任命 された、王家の年長者。

(b)総 理 大 臣 。

(c)ブ ータン最高裁判所長官。

(d)国 民議会議長。

(e)国 民評議会議長。

(f)野 党 党 首 。

第9条 第7条(b)及 び第7条(c)に 該当する場合 において、法定

推定継承者が21歳 に達 している場合、法定推定継承者 とされ

るブータン国王の子孫が、その権利により摂政委員会の代わり

に、摂政 となる。

第10条 摂政委員会委員は、 自らの責任 を忠実 に果たす ことを国民議会

に対 し 「忠誠の宣誓」 をする。

第11条 ブータン国王が任務遂行する能力を回復 した時又は第7条(b)

の下、ブータン国王が任務遂行 を再開した際には、直ちに、国

会の決議により公式発表 としてその結果は公示 される。

第12条 王家は、現在 と過去の君主、その王女及び合法的な婚姻の下に

誕生 した王家の血をひ く子孫によって構成 される。

第13条 ブータン国王及び王家 には、下記項目の権利が与えられる。

(a)国 民議会によって定められた法律に応 じた、国家からの年金(8)

受領資格。

(b)公 的又は私的用途の為の住宅や土地の供給を含む、全ての権

利 と特権。

(c)第13条(a)及 び第13条(b)に よって与えられる、王室

7明 治憲法の枢密院に類似している。

8生 活費等の諸経費を指す。
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の年金及び資産に対する徴税の免除。

第14条 国王諮問機関は、ブータン国王 によって任命 される2名 及び内

閣によって指名 される1名 によって構成 される。国王諮問機関

は、下記に対 し責任を負 う。

(a)ブ ータン国王及び王家の特権 に付随する諸問題。

(b)王 家の行為に付随する諸問題。

(c)王 位及び王家に関する問題に対するブ-タ ン国王への助言。

(d)君 主の資産に付随する諸問題。

(e)そ の 他 、 ブ ー タ ン国 王 に よ っ て指 揮 さ れ た 事 柄 。

第15条 ブータン国王は、神聖であ り、その行為及び言動は、裁判の対

象 にはならない。

第16条 ブータン国王は、その任務 として、下記を実行することが出来

る。

(a)伝 統及び慣習に基づ く称号及び勲章、大臣の地位 を象徴する

スカーフ、並 びにダショーの称号(9)の地位及び名誉を示す赤い

スカーフの授与。

(b)国 籍 の授与、地縁又は職縁による扶助組合(kidu)(10)及びその

他の扶助組合の承認、なお参照及び記録の為、全ての扶助組

合承認勅令(kasho)の 写 しは、国民評議会へ回付 される。

(c)大 赦、特赦及び減刑の許可。

(d)国 民議会に提出する法案及びその他の事項に対する指揮。

(e)本 憲法又 はその他の法律 によって規定 されていない事柄に対

する権限の行使。

第17条 ブータン国王は、国賓の歓迎及び他国への公式訪問に着手す る

ことによって、他国との親善と友好の促進に努めることが出来

る。

第18条 ブータン国王は、ブータン国民の最善の利益及び福祉の為 に、

9貴 族 の 身分 を指 す 、或 い は、マ レー シ アの タ ン、 シ リ又 は ダ トゥに類 似

した意 。

10kiは 喜 び、duは 悲 しみ を意 味す る。
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本憲法 を保護及び擁護する。

第19条 ブータン国王は、国王直筆の署名と印章 を備えた令状をもって

下記を任命する。

(a)第21章 第4条 に該当する最高裁判所長官。

(b)第21章 第5条 に該当する最高裁判所裁判官。

(c)第21章 第11条 に該当する高等裁判所長官。

(d)第21章 第12条 に該当する高等裁判所裁判官。

(e)第23章 第5条 に該当する選挙管理委員会委員長及び委員。

(f)第24章 第2条 に該当する王立会計監査院長官。

(g)第25章 第2条 に該当する王立公職人事委員会委員長及び委

員。

(h)第26章 第2条 に該当する反汚職委員会委員長及び委員。

(i)官 公庁業務普及促進委員会からの推薦 に基づ く名簿から防衛

軍の長。

(j)第28章 第2条 に該当する司法長官。

(k)総 理大臣からの推薦 に基づ くブー タン中央銀行総裁。

(1)第29章 第1条 に該当す る賃金委員会委員長。

(m)総 理大臣からの推薦 に基づ く内閣官房長官。

(n)国 民議会議長及び国民評議会議長からの推薦 に基づ く各議会

の事務局長。

(o)総 理大臣からの推薦 に基づ く大使及び領事。

(p)適 切 な規則及び規制 に応 じ、功労及び年功序列の基礎の下、

王立公職人事委員会より指名を受け、総理大臣か らの推薦に

基づ く政務次官。

(q)王 立公職人事委員会より指名を受け、総理大臣か らの推薦に

基づ く県知事。

第20条 ブータン国王は、本憲法を故意的に侵害 した場合又は永続的な

精神障害に陥った場合 には、第21条 、第22条 、第23条 、第

24条 及び第25条 に規定 される手順に従い、国会の両院合同会

議による決議 を受け、王位を退位する。

8



ブー タン王 国憲 法草2005年8月15日 公表(ペ マ ギ ャル ポ-金 田 有 司)

第21条 国会議員総数の3分 の2以 上の総意により、第20条 に規定 さ

れるいずれかの項目に該当する動議が提出された場合、その動

議は、国会の両院合同会議において審議が行なわれる会議事項

に含 まれる。

第22条 ブータン国王は、国王 自身又は代理人を通 し、書面又は国会の

両院合同会議での演説により動議 に返答出来る。

第23条 ブータン最高裁判所長官は、第21条 で規定 された国会の両院

合同会議 において議長 を務める。

第24条 国会の両院合同会議において、国会議員総数の4分 の3以 上の

総意 により退位 についての動議が可決 された場合、当該決議は、

承認又は否認 を問う国民投票に付託 される。

第25条 当該国民投票の決議が王国の全県か ら数えられた投票総数の単

純過半数によって可決 された場合、ブータン国王 は、その王位

を法定推定継承者に譲位する。

第26条 国会は、国民投票を行なわず して、如何 なる法律の制定及び第

1章 第2条 及び本章の条項を改正する権力 を行使 しない。

精神的遺産第3章
第1条 仏教 はブータンの精神的遺産であ り、これは平和、非暴力、慈

悲及び寛容の原理及び価値 を助長する。

第2条 ブータン国王は、ブータン国内における全ての宗教の擁護者で

ある。

第3条 国家の精神的遺産 を促進すると共に、ブータンの政治か ら宗教

を分離 し、その存続 を保障することは、宗教組織及び聖職者の

責任である。宗教組織及び聖職者は、政治 を超えて存続する。

ブ ー タ ン 国 王 は 、4人 の 大 師(Lopon)(11)か ら の 推 薦 に基 づ き、第4条

11教 官 の意 で あ り、 日本 での貫 首又 は管主 を指 す。
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精神的指導者の9つ の性質に恵まれ、博学で完壁(Ked・dzog)(12)

な存在、並 びに ドゥルクパ ・カギュー派(Druk-lu)(13)に応 じて

定められた博学で尊敬 に値する僧をブータンの中央僧院の大僧

正(JeKhenpo)と して任命する。

第5条 大僧正法王は、僧院事務委員会か らの推薦に基づ き、精神的指

導者の9つ の性質に恵まれ、博学で完壁な存在である僧を4人

の大師として任命する。

第6条 僧院事務委員会の委員は、下記の者から構成 される。

(a)委 員長 として、大僧正。

(b)中 央僧院の4人 の大師。

(c)公 職である僧 院事務委員会の書記官。

第7条 中央僧院及び国内各地の県僧院は、国家か ら継続的に十分な資

金及びその他の施設を受領する。

文化第4章
第1条 国 家 は 、 国 民 の 社 会 的 及 び 文 化 的 生 活 を よ り豊 か に す る 為 、

"遺 跡"
、"芸 術 的 又 は 歴 史 的 に 重 要 な 場 所 及 び 物 体"、"城

(Dzongs)"、"神 殿(Lhakhangs)"、"寺 院(Goendeys)"、"聖 地

(Nyes)"、"仏 像 、仏 画 及 び仏 典(Ten-sum)"、"言 語"、"文 学"、

"音 楽"
、"視覚 芸 術"及 び"宗 教"を 含 む 国 家 の文 化 遺 産 の 保 存 、

保 護 及 び促 進 に努 め る。

第2条 国家は、文化を発展の強力 な原動力 と認識 し、進歩的社会のよ

うに持続可能な伝統的な価値及び制度の継続的発展の強化及び

促進 に努める。

12kedは 優 れ た又 は博 学 を意 味 し、dzogは 完 壁 さを意 味 す る。バ ジ ュ ラャ

ナ修行 の修了 と進 化 の段 階 を成 し遂 げ た状 態 を指 す。

13シ ャブ ドゥル ング ・ガ ワ ン ・ナム ギ ェ ル に よって 確立 され た ブ ー タ ン仏

教 の 宗派 。
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第3条 国家は、地方の芸術、習慣、知識及び文化についての研究を保

護及び奨励する。

第4条 国会は、ブータン社会の文化的豊か さという根源を促進する為

に必要と思われる法律 を制定することが出来る。

環境第5章
第1条 全てのブータン人は、現在及び将来の世代の利益の為、王国に

おける自然資源及び環境の受託者であ り、自然環境の保護、ブー

タンの恵 まれた生物多様性の保全、並びに環境にや さしい行動

及び政策の実行や支持を通 し、騒音、視覚及び身体的な公害 を

含む、全ての形態の環境破壊の防止 に貢献することは、全ての

国民の基本的義務である。

第2条 王国政府は下記項目を実行する。

(a)原 初環境 の保護、保全及び改善、並びに国家の生物多様性 を

保護する。

(b)汚 染及び自然環境の退廃 を防ぐ。

(c)正 当な経済及び社会の発展を促進する一方、環境的にバラン

スの取れた持続可能な発展を保障する。

(d)安 全で健康的な環境 を保障す る。

第3条 政府は、国家の自然資源の保存及び生態系の破壊 を妨げる手段

として、ブータン全国土の最低60パ ーセン トが常に森林 に覆

われている状態が維持 されることを保障する。

第4条 国会は、自然資源の持続可能な使用及び世代間の公平 を維持す

ることを保障する環境保護の法律制定及びその自らの生物学的

な資源に対 し、国家の主権的権利を再確認することが出来る。

第5条 国会は、国家の如何 なる地域についても国立公園、野生生物保

護区、自然保護区、森林保全区、生物保護区、重要流域及びそ

の他保護に値する分類 として法律により宣言すること出来る。
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国籍第6章
第1条 両親 ともブータン国民である者は、生来のブータン国民である。

第2条1958年12月31日 、又はそれ以前にブー タンに居住 した者及

びその氏名がブータン政府の公式記録 に登記されている者 は、

登記によるブータン国民である。

第3条 帰化による国籍取得 を申請する者は、下記項 目に該当しなけれ

ばならない。

(a)最 低15年 間、ブータンに合法的 に居住 した者。

(b)国 内又は国外において、刑事犯 による投獄刑の如何なる記録

を持たない者。

(c)ゾ ンカ語による会話及び筆記が出来る者。

(d)ブ ータンの文化、習慣、伝統及び歴史について、正 しい知識

を有する者。

(e)ブ ータン国王、王国及び国民に対する反逆活動 を行 なった記

録 を持たない者。

(f)ブ ータン国籍を与 えられる際に、もし如何 なる外国籍を有 し

ていた ら、それを放棄する。

(g)規 定 されたように、ブータン国王、王国及び国民(Tsawa-Sum)

への忠誠を公式宣誓する。

第4条 帰化による国籍の授与は、ブータン国王の勅令 によって付与 さ

れる。

第5条 ブー タンの如何なる国民が外国籍を取得 した際には、その者の

ブー タン国籍は無効 となる。

第6条 本章の条項及び国籍法に従い、国会は、国籍に関わる他の全て

の問題を法律により規定する。
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基本的権利第7章
第1条 ブータン国民は、生命、自由及び個人の安全についての権利を

有 し、法の適正手川頁に該当する場合 を除きその諸権利は奪われ

ない。

第2条 ブータン国民は、言論、意見及び表現の自由についての権利を

有する。

第3条 ブータン国民は、思想、道義心及び宗教の 自由についての権利

を有する。何人 も、強制又は勧誘などによって無理や り他の信

仰へ帰依 させ られない。

第4条 出版、ラジオ及びテレビ、並びに電子化を含む、その他の情報

普及形態についての自由を有する。

第5条 ブータン国民は、情報の権利 を有する。

第6条 ブータン国民は、投票の権利 を有する。

第7条 ブータン国民は、ブータン国内における移動及び居住の自由に

ついての権利 を有する。

第8条 ブータン国民は、公職に就 く為の平等な機会及び権利を有する。

第9条 ブータン国民は、資産を所有する権利 を有するが、国会により

制定された法律に該当する場合を除き、ブータン国民以外の者

への土地又はその他の不動産の販売又は譲渡についての権利は

有 しない。

第10条 ブータン国民は、あらゆる合法的な商売、職業又は仕事 を行な

う権利を有する。

第11条 ブータン国民は、等価労働 に対 し、等価報酬 を受け取る権利を

有する。

第12条 ブータン国民は、国家の平和及び統一に有害な団体の会員以外

による平和的集会の自由及び結社の自由という権利、並 びに如

何なる団体 にも無理や り所属 させ られない権利 を有する。

第13条 ブータンにいる全ての人は、その者が著者又は創造者である科
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学的、文学的又は芸術的作品に由来する本質的な利益について

の権利を有する。

第14条 何人も、公共目的及び法律の規定に応 じた公正な補償の支払い

が行なわれた場合を除き、買収又は接収による不動産の没収 を

受けない。

第15条 全ての国民は、法の下に平等であ り、平等で効果的な法の保護

が与えられ、故 に人種、性別、言語、宗教、政治又はその他の

理由により差別 されない.

第16条 政治犯 として告発された者は、法律に応 じ有罪が証明されるま

で無罪であるとみなされる権利 を有する。

第17条 何人 も、拷問又は非情、残酷、もしくは品位を下げるような取

り扱い又は刑罰 を受けない。

第18条 何人 も、その者のプライバシー、家族、家庭又は通信への独断

的、もしくは非合法的な干渉、又その者の信用 と評判への非合

法的非難 を受けない。

第19条 何人も、独断的な逮捕又は勾留を受けない。

第20条 何人も、その者が選 んだブータン人合法弁護人への相談及び代

弁 される権利 を有す る。

第21条 本憲法によって与えられた権利にも関わ らず、国が下記項 目に

直面 した場合、本章の如何なる規定 も、法による道理 にかなっ

た制限の支配か ら国を妨げることは出来ない。

(a)ブ ー タ ンの 主 権 、 安 全 、 統 一 及 び統 合 の 利 益 。

(b)国 家の平和、安定及び福祉の利益。

(c)諸 外国との友好的な関係の利益。

(d)犯 罪の扇動。

(e)国 家業務又は公的職務の遂行 に関連 して受け取 った情報の暴

露。

(f)他 の者の権利 と自由。

第22条 ブータンにいる全ての人々は、本章第21条 及び法律 によって

規定 された手順に従い、本章によって与えられた権利の執行 に
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ついて、最高裁判所又は高等裁判所 において、適切な訴訟手続

を開始する権利 を有する。

基本的義務第8章
第1条 ブー タン国民は、ブータンの主権、統合、安全及 び統一 を保存、

保護、そして維持 し、更 にそれが求められた時、義務兵役に報

いる。

第2条 ブー タン国民は、国家の文化及び遺産を保存、保護及び尊敬す

る義務 を負う。

第3条 ブー タン国民は、宗教的、言語的、地域的又は地方的な多様性

を超越 し、ブータンの全ての人々の間の寛容さ、相互尊重及び

同胞精神 を助長する。

第4条 何人 も、国旗及び国歌を尊重する。

第5条 何人 も、他 の者を傷害、拷 問又は殺す行動、テロリズム、女

性、子供又はその他の者の虐待を許容又はそれに参加 してはな

らず、そのような行動を防 ぐ必要な手段を執 ることが出来る。

第6条 何人 も、自然災害時及び事故の被害者に対 し、最大限の可能な

範囲において、救助を行なう責任 を負 う。

第7条 何人 も、公共財を守る責任 を負 う。

第8条 何人 も、法律に応 じ、税金 を納める責任を負 う。

第9条 全ての人は、正義 を支持 し、不正行為に対抗 して行動する義務

を負 う。

第10条 全ての人は、法律の助力 として行動する義務を負 う。

第11条 全ての人は、本憲法の規定を尊重及び厳守する義務及び責任 を

負 う。
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国政原理第9章
第1条 国家は、世界の平和 と友好に専心 した進歩的で豊かな国家にお

いて、ブータン国民の高い生活水準 を保障する為、本章に定め

られた国政原理の適用 に努める。

第2条 国 家 は、 国民 総 幸 福 量(GrossNationalHappiness)の 追 求 を

可 能 にす る そ れ ら の必 要 条 件 を促 進 す る こ と に努 め る 。

第3条 国家は、法治国家、人権及び人間の尊厳の保護、並びに人々の

基本的人権及び自由の保障を基本 とし、圧制、差別及び暴力の

ない市民団体の創造に努める。

第4条 国家は、非合法な傍受又は妨害か ら、ブー タンの全ての人々の

電話、電子、郵便又はその他の通信を保護することに努める。

第5条 国家は、公正、透明及び敏速な手順によって、正義を供給する

ことに努める。

第6条 国家は、正義 を守る為、訴訟経費扶助の供与に努め、それは経

済的又はその他の障害の理由により何人も拒絶 されない。

第7条 国家は、王国の異なった地域に住 む、個人や人々の間の所得の

不平等化、富の集中の最小 限化、並びに公共施設の公平な分配

を促進する政策の創造及び実施に努める。

第8条 国家は、全ての県を異なった必要性の下、公平 に扱 う、すなわ

ち、その国家資源の分配は、比較可能な社会経済の発展に帰着

することを保障するように努める。

第9条 国家は、経済の独立独行の達成、並 びに開放的及び進歩的な経

済の促進に努める。

第10条 国家は、商業の独 占を防ぎ、公正 な市場競争によって、民間企

業の発展 を促進及 び育成する。

第11条 国家は、国民による十分な生計の確保を可能にする為、生活状

態の改善 に努める。

第12条 国家は、働 く権利、職業指導及び訓練、並びに公正で好都合な
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労働環境の保障に努める。

第13条 国家は、労働時間の無理のない制限及び周期的有給休暇を含む、

休む権利 と余暇の権利の保障に努める。

第14条 国家は、その者の仕事に対 し、公正で妥当な報酬 を受ける権利

の保障に努める。

第15条 国家は、人類の個性の完全な発展 を目指 し指導される教育 と共

に、全人口の知識、価値及び技術の改善及び向上を目的 とする

教育の供給 に努める。

第16条 国家は、10年 学級 まで、学校 の全ての子供たちに無料 の教育

を提供 し、又技術的及び専門的教育は一般的に利用出来るよう

整備 し、その高等教育は、成績を基礎 として全 ての国民に平等

に開かれている。

第17条 国家は、公私の範囲において起 こる人身売買、売春、虐待、暴

力及び職場での嫌が らせや脅迫を含む、女性に対する全ての形

の差別及び搾取を解消する適切 な対策 をとるよう努める。

第18条 国家は、人身売買、売春、虐待、暴力、自尊心 を傷つけるよう

な扱い及び経済的搾取 を含む、あ らゆる形態の差別及び搾取か

ら、子供たちを守ることを保障する適切 な対策 をとるよう努め

る。

第19条 国家は、地域生活内の協調性や広範囲な家族構成の統合 に資す

る必要条件を促進するよう努める。

第20条 国家は、仏教的精神及び普遍的な人類の価値を根源とする望ま

しく慈悲深い社会の純粋で持続可能な発展 を可能とする環境を

創造するよう努める。

第21条 国家は、近代的及び伝統的医学の両方において、基本的公共医

療サービスを無料利用する権利 を提供する。

第22条 国家は、その者の支配を超 えた理由による病気及び身体障害、

又 は十分 な生計資力の欠如が生 じた場合、安全 を提供するよう

努める。

第23条 国家は、社会の文化的生活への自由な参加の促進、芸術及び科
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学の促進、並 びに科学技術の革新 を助長する。

第24条 国家は、国際平和及び安全 を促進する手段 として、諸外国と

の親善及び協調の促進、国際法や条約義務に対する敬意の助長

及び平和的意味による国際紛争の解決を促進するよう努める。

国会第10章
第1条 本憲法の下、全 ての立法上の権力が帰属するのはブータンを代

表する国会であ り、それは、ブータン国王、国民評議会及び国

民議会か ら構成 される。

第2条 国会は、政策や問題の公開再審理、法案や他の法律及び国家機

能の監視を通 し、政府が国益 を守 り、国民の 目標 を実現するこ

とを保障する。

第3条 国会議員の選挙 は、ブータンの選挙法の規定に従 う。

第4条 何人 も、同時に国民評議会だけではなく国民議会、又は地方議

会の議員を兼任することは出来ない。

第5条 ブータン国王は、各総選挙後最初の国会会議を召集する。

第6条 国会各会期の開始にあたって、ブータン国王は、チブ ドレル ・

セ レモ ニ ー(ChibdrelCeremony)(14)と 共 に両 院 合 同 会 議 に 歓 迎

され る 。 各 会 期 は 、 シ ュ ンデ ル ・プ ス ム ・ソ ッペ ェ ・テ ンデ ル

(Zhugーdrel-phunsumtshog-paiten-drel)(15)と 共 に 開 会 さ れ 、 又

タ シ ・モ ン ラ ム(Tashi-mon-lam)(16)と 共 に 閉 会 す る 。

第7条 ブータン国王は、適切だと考えた時又は考えられた時、いずれ

か一方の議会又は国会の両院合同会議の進行 において、演説又

は傍聴することが出来る。

第8条 ブータン国王は、適切だと考 えられた時、どちらか一方又は両

14威 厳 のあ る個性 を受 け取 り、又 敬 意 を表す 為 の厳 粛 な儀式 。

15王 位繁 栄祈 願 の意 。

16吉 祥祈 願 の意 。
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議会に対 して教書を送ることが出来る。

第9条 教書を受理 した議会は、可能な限 り早急に、教書において示 さ

れた事案について審議 し、ブータン国王へその意見を提出する。

第10条 総理大臣は、ブータン国王及び国会の両院合同会議に対 し、立

法府の概略及び年次概要、並 びに政府の優先事項を含む、国家

事情 についての年次報告書を提出する。

第11条 国会の各議会は、手順の規則 を定めることが出来、国民議会議

長又は国民評議会議長は、規則 に応 じて、各議会の進行 を指揮

する。各議会は、国会業務を遂行する委員を指名することも出

来る。

第12条 国民議会議長及び国民評議会議長は、事態の緊急性が差 し迫っ

た時、ブータン国王の命令 を受け、臨時国会を召集す る。

第13条 国会の各議員は、1票 を有する。同数票の場合には、国民議会

議長又は国民評議会議長が決定票を有する。

第14条 各議会議員総数の3分 の2以 上の出席は、国民評議会又は国民

議会開会に対 しての定数を構成する。

第15条 国会の進行は、公然 と行 なわれる。但 し、国民議会議長又 は国

民評議会議長は、公開が公益に深刻な損害を与えると思われる

社会秩序、国家防衛又はその他の状況の重大性において、やむ

を得ない必要性がある場合 には、進行 の全部又はどの部分から

でも報道機関や大衆を除外することが出来る。

第16条 国民議会議長は、両院合同会議の会期の間、議長を務め、議会

の両院合同会議の開催場所は、国民議会の公会堂とする。

第17条 任期満了以外のあ らゆる理由により、国会議員の地位に欠員が

生 じた場合、欠員 を埋める為の議員選挙は、欠員が生 じた日か

ら90日 間以内に行なわれる。

第18条 国会議員は、その責務 を帯びる前、本憲法の補則第3条 に規定

される、「地位の宣誓又は確約」 を行なう。

第19条 総理大臣、大臣、国民議会議長、副議長及び国民評議会議長は、

公職に就 く前、本憲法の補則 第4条 に規定 される、「秘密厳守
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の宣誓又は確約」 を行なう。

第20条 全ての国会議員は、議会の威厳や秩序正 しさを維持することに

承諾 し、中傷行為及び腕力の行使 を止める。

第21条 国会又はあらゆる委員会の議員は、国会内での職務遂行又は投

票行動の中に表現 された意見についての取調べ、逮捕、勾留又

は起訴から免れ、何人 も国会の権威の下、作成又は出版 された

あらゆる報告書、資料又は会議報告書に関 して法的責任 を負 わ

ない。

第22条 ここに与えられた免責は、任務遂行上、不正行為又 は特定の事

案 に対する発言、もしくは投票に関わる不正行為への報酬 とし

て、金銭又 はその他の物品を受領す る等の汚職行為 に関わった

議員には該当 しない。

第23条 国民議会及び国民評議会は、各議会最初の開会の日より5年 間

にわたって存続する。国民評議会は、その5年 間任期 を満了す

る一方、国民議会の早期解散 は、総理大臣によるブータン国王

への推薦又は政府に反対す る不信任投票案が国民議会において

可決されることによって行なうことが出来る。

第24条 第1章 第10条 を前提 として効力を持続 している、ブータンに

よって締結 され存続 している国際的な慣習、規約、協定、議定

書及び条約 を除いて、今後、政府によって適切に同意されるで

あろう全 ての国際的な慣習、規約、協定、議定書及び条約は、

それが本憲法と矛盾 しない限 り、国会による批准のみに基づい

て王国の法律だ と考 える。

国民評議会第11章
第1条 国民評議会は、下記か ら構成 される25名 の議員から構成 される。

(a)20の 各県か ら1名 ずつ直接選挙 によって選出される。

(b)ブ ータン国王によって任命 される5名 の識者。
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第2条 立法機能に加えて、国民評議会 は、ブータン国王、総理大臣及

び国民議会が注視すべ き国家の安全や主権及び国民や人民の利

益 に影響する諸問題の再審議会の機能 を果たす。

第3条 国民評議会への立候補者又は議員は、如何 なる政党にも属 さな

い。

第4条 総選挙後又は欠員補充後最初の開会時に国民評議会は、その議

員の中から議長 を選出する。

第5条 ブータン国王は、国王直筆の署名 と印章を備えた令状 によって、

国 民 評 議 会 議 長 に ダ キ ェ ン(Dakyen)(17)の 称 号 を授 け る。

第6条 国民評議会は、年間で最低2回 召集する。

国民議会第12章
第1条 国民議会は、各県2名 以上及び7名 以下の議員定員 とい う条件

の下、人口 に比例 して各県によって選出された、最高で75名

の議員 を有することとし、その為国会は、法による適切な範囲

設定によって各県が選挙区に分けられることを認め、各選挙区

の有権者は、1名 の議員を国民議会へ直接選出する。

第2条 各県か ら選出される議員数は、各県2名 以上及び7名 以下 とい

う定員制限の下、10年 毎に人口変動を反映させ る為、その年

の国勢調査が行なわれた後 に再分配される。

第3条 総選挙後又 は欠員補充後最初の開会時に国民議会は、その議員

の中か ら議長及び副議長を選出する。

第4条 ブータン国王は、国王直筆の署名と印章 を備えた令状によって、

国民議会議長ダキェンの称号を授ける。

第5条 国民議会は、年間で最低2回 召集する。

17地 位 と責任 の称 号。
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立法手続第13章
第1条 国会によって可決 された法案は、ブータン国王の承認を受け効

力 を雛する.

第2条 財政法案及 び金銭法案は、国民議会のみか ら立案 される一方、

その他 の法案 はどち らの議会において も立案することが出来

る。

第3条 どちらかの議会において審議中の法案は、いずれか一方の議会

の閉会という理由によって、無効にはならない。

第4条 法案は、各議会における総議員数の単純過半数又は両院合同会

議の際には、出席 し投票す る両議会議員総数の3分 の2以 上の

多数によって可決 される。

第5条 法案がある議会において提出され、可決された場合、可決 され

た日から30日 間以内に他方の議会へその法案は回付 され、法

案は、国会の次期会期 中に議決される。予算及び緊急法案の際

には、国会の同一会期内に議決される。

第6条 他方の議会 もまた法案を可決 した場合、その議会は、その法案

が可決 された 日から15日 間以内に承認 を求める為 ブータン国

王へ法案を提出する。

第7条 他方の議会が法案を否決 した場合、その議会は、再審議 の為の

修正点又は反対点 と共に、その法案を立案 した議会へ法案を差

戻 し、それが可決された時、その法案が可決 された日から15

日間以内に承認を求める為ブータン国王へ法案 は提出される。

第8条 法案 を立案 した議会が、他の議会か らの修正点又は反対点の受

け入れを拒否 した場合、その法案 はブータン国王へ提出 され、

ブータン国王は、両院合同会議 において法案を審議及び議決す

るよう議会を指揮する。

第9条 他方の議会において法案が提 出された日より30日 間以内に議

決 も差戻 しもされない場合、その法案は、その議会において可
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決 された とみなされ、その法案 を立案 した議会 は、15日 間以

内に承認を求める為ブータン国王へその法案を提出する。

第10条 ブータン国王が法案への承認を認めない場合、ブータン国王は、

両院合同会議において法案を審議及び議決する為、修正点又は

反対点 と共に法案を差戻す。

第11条 両院合同会議における法案の審議及び可決 によって、その法案

は、承認を求める為ブータン国王へ再提出され、そこで承認は

法案に認め られる。

第14章 財政、貿易及び通商
第1条 税、公共料金及びその他の賦課金は、法律 による場合を除 き、

課せ られる又は改め られることもない。

第2条 整理公債基金が創設され、そこには、法律 により特定の目的へ

割 り当てるのではなく、全ての公金は預けられ、又そこから国

家支出が支払われる。

第3条 公金は、法律に応 じて支出する場合 を除き、国庫から引 き出さ

れない。

第4条 国家は、公益の為、法律に応 じて、貸付の増額、補助金の支給

又 は貸付保証を行 うことが出来る。

第5条 政府は、貨幣制度 と公共財源の適切 な管理を行 なう。それは、

公共負債の利子返済が将来の世代に過度の重荷 を掛けないこと

を保障する

第6条 政府は、頻発する支出の費用が国家の内部財源か ら支払われる

ことを保障する。

第7条 最低の外貨準備金 については、年間輸入額以上の費用 を十分に

満たすよう維持 されなければならない。

第8条 年次予算は、前会計年度の予算についての報告書 と共に、財務

大臣によって国民議会へ提出されなければならない。
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第9条 予算 が、国民会議 によって会計年度が始まる前 に承認 されな

かった場合、現在の支出に対する前述の予算は、新 しい予算が

認可されるまで適用される。財源 は、徴収 され、支出は前年末

に有効だった法律に応 じて作 られる。 しか しなが ら、1つ 又は

それ以上の新 しい予算が認可 された場合、それ らは有効化 され

なければならない。

第10条 予算に含 まれない支出又は予算支出の超過 だけでな く、ある部

分の予算から他へ財源を流用する等の行為 は、法律 に応 じて行

なわれる。

第11条 一会計年度 を越える財源は、 もし支出の性格上、必要 とされた

場合、法律 に応 じて充当することが出来る。その場合、各年次

連結予算はその年の割 り当て られた財源を含む。

第12条 国会は、救済基金 を創設 し、ブータン国王は、緊急で予期 しな

い人道的救済に対 して、この基金 を使用す る特権 を有する。

第13条 国家は、憲法で規定された独立行政に対 し、十分な財政供給 を

行なう。

第14条 本憲法又はその他のあらゆる法律の条項に規定された内容 を除

いて、全県の間における物やサービスの自由な移動がある。

第15条 外国との貿易や通商は、法律 によって規制 される。

第16条 国会は、国家安全 を守る場合 を除 き、独占を許す ような法律 を

制定 しない。

政党第15章
第1条 政党は、他のあ らゆる利益に優先 して国益を保障 し、又その目

的の為、責任ある最良の統治の実現に向け、人民の価値や希望

に基づ く選択肢を提供する。

第2条 政党は、国家統一や進歩的な経済開発 を促進 し、国家の福祉 を

保障するよう努める。
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第3条 立候補者及び政党は、選挙利益の為 に有権者の扇動 につながる

地域主義、民族主義及び宗教に訴えることは しない。

第4条 政党は、下記項 目に記される資格や必要条件 を満た している場

合、選挙管理委員会によって登録 される。

(a)政 党の党員資格は、地域、性別、言語、宗教又は社会的出自

を基礎 とするものではない。

(b)全 国的に広範な基盤による党員資格及び支援が存在 し、又国

家の結束 と安定 に専心する。

(c)政 党は、諸外国の如何なる政府、非政府、民間組織、又は民

間団体 もしくは個人か ら金銭的或いはその他如何なる形の援

助 を受けてはならい。

(d)政 党の党員は、本憲法に対 し忠実 な信頼 と忠誠を抱 き、王国

の主権、安全、統一及び統合を擁護する。

(e)政 党は、民主主義の促進、並びにブータンの社会的、経済的

及び政治的発展の為、創設される。

(f)本 章第10条 の規定の下、過去 に解散 されていない。

第5条 国民議会での代議制は、登録された全ての政党が参加出来る予

備選挙の結果によって選出された2つ の政党 によって行なわれ

る。

第6条 予備選挙は、国民議会の会期満了又は本章第1工条 による国民

議会解散による総選挙に向け2つ の政党を選出する為 に行なわ

れる。

第7条 予備選挙において多数票を獲得 した上位2政 党は、本章第5条

の下、総選挙において争 う2つ の政党として宣言される。

第8条 総選挙において国民議会の過半数の議席 を獲得 した政党は、与

党、並びに他方は、野党 として宣言 される。 しか しなが ら、欠

員が生 じたことによる補欠選挙後、もし野党が国民議会で過半

数の議席 を獲得 した場合、その政党 は与党 として宣言される。

第9条 一方の政党 に属 している国民議会議員は、個人又は集団を問わ

ず他方の政党へ離党 してはならない。
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第10条 政党は、下記の項目に該当する場合、最高裁判所の宣言 によっ

て解散 させられる。

(a)政 党の目的又は活動が本憲法規定に反する場合。

(b)外 国機関か ら金銭或いはその他如何なる形の援助 を受け取っ

た場合、又はブータンの安全、統一及び統合に反する活動を

した場合。

(c)国 会 もしくは有効な法の下によって規定された、その他の条

件に該当 した場合。

(d)選 挙法に違反 した場合。

第11条 国民議会の与党又は野党が本章第10条 により解散された場合

又 は政府が第17章 第7条 により解散 された場合、本章第1条

から第8条 の規定が適用 され、国民議会 もまたそれに応 じて解

散 される。

第12条 国会は、政党の構造、機能、道徳基準及び派閥組織を法律によっ

て規制 し、又会計簿の定期的な会計監査 を通 し、政党資金の透

明性 を保障する。

公的選挙資金第16章
第1条 国会は、法律 に基づ き公的選挙基金 を設立 し、選挙管理委員会

が国民議会選挙期間中の候補者及び政党に適切な資金 を提供す

るよう熟慮 した、その総額 を公共選挙基金へ毎年支払わなけれ

ばならない。公的選挙基金からの支出は、第15章 第4条 の下、

選挙管理委員会によって登録 された政党に対 し不差別の理念に

基づ き、選挙管理委員会によって決められなければならない。

第2条 選挙管理委員会は、国民議会選挙に参加する政党及び候補者に

よって負うことが出来るであろう総支出額に上限を設ける。

第3条 政党及び候補者 によって受領 された資金 は、国会にて策定され

た法律又は有効 な法律 に基づ き選挙管理委員会によって要求 さ

26



ブ ータン王国 憲法草2005年8月15日 公 表(ペ マ ギ ャル ポ ・金 田有 司)

れる綿密な監視及び監査に従 わなければならない。

内閣編成第17章
第1条 ブータン国王は、国民議会において過半数の議席 を得 た政党の

総裁又は指名を受けた者 に総理大臣としてのダキェンを授与す

る。

第2条 何人 も総理大臣職 を2期 以上続けてはならない。

第3条 ブー タン国王は、総理大臣の推薦 を受け、国民議会議員の中か

ら大臣を任命及び総理大臣の助言 を受けそれを解任することが

出来る。

第4条 総理大臣又は大臣推薦候補者は、選出された国民議会議員であ

り、又 自然出生によるブータン国民でなければならない。

第5条 同一県の選挙区か ら選出された2議 員以上に大臣として任命さ

れる権利 は与えられない。

第6条 内閣に対する不信任動議 は、国民議会総議員数の3分 の1以 上

によって提出される。

第7条 不信任動議が国民議会総議員数の3分 の2以 上 によって可決 さ

れた場合、ブータン国王によって内閣の解任 を命ぜ られる。

野党第18章
第1条 野党 は、政府及び与党が憲法の条項 に応 じて機能 し、最良の統

治 を行い、又国益の促進及び人民の希望を満たす よう努めるこ

とを保障する建設的な役割 を担わなければならない。

第2条 野党は、社会の全 ての区分 間における協調性及 び国家の統合、

結束性や調和を促進 しなければならない。

第3条 野党は、政府に対 し健全で威厳のある対立 を提供する一方、国
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会での建設的及 び責任ある討論 に従事 し、又促進することに努

めなければならない。

第4条 野党は、国家利益に優先する党益 を許してはならない。その目

的は、責任的、説明的及び透明な政府 を築 く為でなければなら

ない。

第5条 野党は、選出された内閣に対立、新 しい政策立場の明確化及び

公共事業の政府指導 を尋問する権利 を有する。

第6条 野党は、国家が対外危機、 自然災害及びその他国家の存続が危

険にさらされる国家危機 に直面 した際、政府 を援助及び支持す

る。

暫定政府第19章
第1条 本憲法の施行後、第1回 総選挙実施の目的の為、並びに国民議

会が解散されるたびにブータン国王は、選挙管理委員会が自由

で公正な選挙 を実施出来るよう90日 間以内 とい う一定期間に

おいて機能する暫定政府を任命することが出来る。

第2条 暫定政府は、最高顧問及び国民議会の解散後15日 間以内にブー

タン国王によって任命 された、その他 に必要だと考えられる顧

問から組織 される。ブータンの最高裁判所長官は、最高顧問 と

して任命される。

第3条 暫定政府が任命された際、総理大臣及び大臣の職についている

者は、国民議会が解散 される前に、直ちにその職から辞職 しな

ければならない。

第4条 暫定政府は、政府の日常業務 を遂行するが、如何 なる政策決定

の採択又は外国政府及び機関との如何なる協定に加入する権限

は与えられてない。

第5条 政府は、国民議会の解散 日か ら90日 間以内に組織 されなけれ

ばならない。
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第6条 暫定政府は、新 しい国民議会が組織 され、新 しい総理大臣がそ

の職に就いた 日に存続を終 えなければならない。

第20章 行政府
第1条 政府は、王国の主権を守 りかつ強固なものとし、最良の統治を

行ない、又人々の平和、安全、福祉及び幸福 を保障 しなければ

ならない。

第2条 行政権 は、総理大臣を長 とし、大臣から組織 される内閣に与え

られる。大臣の数は、効率が良 く最良の統治を行 うのに必要と

される省の数により決め られる。省は、大臣を任命する為の目

的としては創造 されない。

第3条 第2章 第16条 及び第19条 の下、総理大臣を長 とす る内閣は、

国際的業務 を含むブータン国王の任務に対 し支援及び助言 を行

なうが、ブータン国王はそれ らの助言について全部又は一部を

問わず、内閣に対 し再考 を要求出来る。

第4条 総理大臣は、ブータン国王に国際的業務 を含む国務についての

情報 を随時提供 し、又ブータン国王の要求に従いそれに関する

情報及び資料 を提出しなければならない。

第5条 内閣は下記の事柄を行なう。

(a)国 家及び社会の発展、並びに国内外の事件から生 じる諸問題

の状況を評価する。

(b)国 家活動の目標設定及びそれ らを達成する為に必要とされる

財源を定める。

(c)政 府政策を計画及 び調整 し、それらの実施 を保障する。

(d)国 内外にて王国を代表する。

第6条 内閣は、本憲法に記されている民主的価値や原理の下、効率的

な市民行政を促進 しなければならない。

第7条 内閣は、ブータン国王及び国会に対 し、集団的責任 を負 う。
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第8条 行政府は、国会によって策定 された法律又は有効 な法律の如何

なる条項 に一致 しない、又は修正、変更、もしくは変換 に影響

を持つ如何 なる行政命令、回覧、規約又は通知 を発 しない。

第21章 司法府
第1条 司法府は、国民の信用及び信頼を受け、そして国民が司法の恩

恵 を受ける為、司法の独 自性 を堅持 し、何事 にも恐れず、贔屓

をせず、意図的に決定を引 き延ばさず、公平 に職務 を遂行 し法

の遵守に努め、並びに裁判の利用権利 を高める為、法 による支

配に従い、不安、偏見又は不当な遅延 なく、公正かつ独立 して

正義 を保護、支持及び管理す る。

第2条 ブー タンの司法権力は、最高裁判所、高等裁判所、県裁判所、

郡裁判所、並びに国家司法委員会の推薦に基づいてブータン国

王が必要時に設置するその他の裁判所及び裁判委員会により構

成される王立裁判所に帰属する。

第3条 最高裁判所は、記録裁判所である。

第4条 ブータン最高裁判所長官は、国家司法委員会 との協議の上、ブー

タン国王直筆の署名 と印章を備えた令状によって最高裁判所の

裁判官又は優れた法学専門家の中から任命 される。

第5条 最高裁判所裁判官 は、国家司法委員会の推薦に基づき、ブータ

ン国王直筆の署名 と印章 を備えた令状によって高等裁判所裁判

官又は優れた法学専門家の中か ら任命される。

第6条 任期は下記 に従 う。

(a)ブ ータンの最高裁判所長官は、5年 又 は65歳 に達するまで

のいずれか短い期間までとする。

(b)最 高裁判所裁判官は、10年 又は65歳 に達するまでのいずれ

か短い期間まで とする。

第7条 裁判長及び4人 の裁判官か ら構成されるブータンの最高裁判所
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は、高等裁判所の全ての事柄についての判決、命令又は決定 に

対 し上訴 を考慮する最高上訴機関であ り、又その判決や命令 を

再審理する権限を有する。

第8条 法律又は現実の問題が最高裁判所 に意見 を求めることが適切で

ある公共的重要事案及び本質に関わる場合、ブータン国王はそ

の考察について最高裁判所 に質問を照会することが出来、最高

裁判所は照会 を受け、それについての意見 を国王へ提出しなけ

ればならない。

第9条 最高裁判所は、自身の動議又は司法長官、 もしくは事案の当事

者によって作成された依頼書に基づ き、高等裁判所 において係

争中である本憲法解釈 に関係する法律の基本的重要性について

の本質的な疑問を伴 うあ らゆる事案を取 り下げることが出来、

又その事案の破棄 を決定出来る。

第10条 最高裁判所及 び高等裁判所は、本憲法及びその目的から生 じた

問題 について独占的な司法権 を持ち、各事案の状況に的確 と思

われる宣言書、命令、指示又は令状 を発することが出来る。

第11条 高等裁判所の裁判長は、国家司法委員会の推薦 に基づ き、ブー

タン国王直筆の署名と印章 を備えた令状によって高等裁判所の

裁判官または優れた法学専門家の中か ら任命 される

第12条 高等裁判所の裁判官は、国家司法委員会の推薦に基づき、ブー

タン国王直筆の署名と印章 を備えた令状によって県裁判所の裁

判官または優れた法学専門家の中から任命 される。

第13条 高等裁判所の裁判長及び裁判官の在任期間は、10年 又は65歳

に達するまでのいずれか短い期間まで とする。

第14条 裁判長及び8人 の裁判官によって構成 されるブータン高等裁判

所は、全 ての問題に対 し県裁判所及び裁判委員会に対する控訴

裁判所であり、県裁判所及び裁判委員会の司法権とは別に、独

自の司法権 を行使する。

第15条 最高裁判所及び高等裁判所の裁判官の独立性は保障されている

が、国家司法委員会によって不正行為が立証 されたが弾劾裁判
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の対象にならない と判断された裁判官は、同委員会の助言に基

づ き、ブータン国王の指揮権によって勧告又は停職 させること

が出来 る。

第16条 法律に基づき国会は、公平で独立 した行政裁判委員会だけでな

く代替的紛争解決セ ンターを設立出来る。

第17条 ブータン国王は、国王直筆の署名 と印章 を備えた令状によって

国家司法委員会の構成員 を任命する。国家司法委員会は、下記

から構成 される。

(a)委 員長 としてブータン最高裁判所長官

(b)最 高裁判所の最年長裁判官

(c)立 法委員会の委員長

(d)司 法長官

第18条 全ての人々は、本憲法又は法律 によってその者に与えられた権

利の施行について裁判所に問題 を付与する権利 を有する。

地方政府第22章
第1条 権限及び権力は、国民 自身の社会的、経済的及び環境的福祉 の

開発及び管理に対 し、国民の直接参加を促進する為、選出され

た地方政府 に分散及び委譲されなければならない。

第2条 ブータンは、各20県 内に県議会、郡委員会及び市委員会 より

構成される地方政府 を有する。

第3条 地方政府は、地方の管轄内で影響 を与える問題に対 し、社会の

考察を深める為の公 開討論 を提供することによって、地方の利

益が国政の場 において考慮 されることを保障する。

第4条 地方政府の目的は下記の通 りである。

(a)地 方社会に対 し民主的及び責任的な政府を提供する。

(b)持 続可能な意味での地域社会に対するサービスの提供を保障

する。
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(c)地 方統治の問題に対 し、地域社会及び地域団体の参加を促進

す る。

(d)国 会において制定 された法律によって規定 された、その他の

責任を果たす。

第5条 地方政府は、その財政的及び行政的能力の範囲内において、本

憲法 によって規定 された目的を達成する為に努力 しなければな

らない。

第6条 県議会は下記か ら構成される。

(a)各 郡か ら選出された2名 の代表者である郡長及び副郡長。

(b)各 市委員会か ら選出された2名 の代表議員。

第7条 郡は、郡委員会の委員選挙の為町村 に分割 される。郡の人々に

よって選出された郡長は、郡委員会の委員長を務める。

第8条 市は、市の有権者 によって直接選出される市長によって統治さ

れる。市長の権力 と機能は、国会において策定された法律によっ

て定められる。

第9条 市 は、市委員会委員選挙の為の選挙区に分け られる。

第10条 郡委員会又 は市委員会 は、7名 以上及び10名 以下の選出 され

た委員 を有する。

第11条 県議会は、その議員の中から議長 を選出する。

第12条 県議会は、郡委員会及び市委員会が年間最低3回 召集する一方、

年間最低2回 召集される。

第13条 全委員数の3分 の2以 上の出席は、地方政府開会の為の定数を

構成する為、必要とされる。

第14条 任期満了以外のあらゆる理由により地方政府の委員に欠員が生

じた時には、欠員を埋める為の委員選挙が欠員の生 じた日か ら

90日 間以内に行 われる。

第15条 地方政府の委員は、その職務 を帯 びる前、本憲法の補則第3条

に規定 される 「地位の宣誓又は確約」を行 なう。

第16条 地方政府委員の選挙は、ブータンの選挙法の規定 に応 じて実施

される。
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第17条 地方政府選挙への候補者は、政党所属候補又は無所属候補であ

る。

第18条 地方政府は、下記の権限及び助成を受領する。

(a)政 府は、地方政府の行政的、専門的及び管理的能力、並びに

構造的な機能性、透明性、説明責任等の向上 を支援する。

(b)国 会によって制定された法律規定の範囲内において、適切な

税金、関税、通行料及びその他の料金 を徴収及び収集する権

限が与えられる。

(c)政 府から年次補助金 として適切な財源が与えられる。

(d)地 方自治政府の 自立自給 を維持する為、国家財源の適切な割

り当てが分配される。

(e)政 府 は、包括的及び集約的な地域に根 ざした開発計画を支援

する。

(f)国 会が制定 した法律 による規定に従い、自治体 は自己の資産

及び会計に対 し借金による債務 を負 う権利が与えられる。

第19条 地方政府は、配置された公務員 による行政組織 によって支援さ

れる。

第20条 各県は、公務員によって支援 される最高行政官 としての県知事

を有する。県知事は、如何 なる政治的関係 を持たず、又国民及

び国家の利益 に対する最高行政官 としてその責任を果たす。

第21条 県議会は解散されない限 り、郡委員会及び市委員会は、各議会

最初の会議の日よ り5年 間を任期 とする。

第22条 国会は、本章に記 された原則 を促進する為、法律 によって県知

事及び地方政府の権限及び機能を制限する。

選挙第23章
第1条 本憲法の下、国民の総合的な意思は政府の基礎であ り、 これは

定期的な選挙を通 じて表現 される。
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第2条 下記の項 目に当てはまる者は、選挙時に無記名投票にて行 なわ

れる直接成人参政権による投票権が与えられる。

(a)合 法的に発行 された市民カー ド又は国民証明書 によって証明

されるブータン国民。

(b)18歳 以 上 の 者 。

(c)投 票 日より1年 以上前 に、その選挙区の有権者調査に登録さ

れている者。

(d)ブ ータンにて有効な法律 の下、投票権 を奪われた者以外。

第3条 自由で公正な方法により、選挙人名簿の準備、調整及び定期的

な更新、選挙 日程、又国会及び地方政府選挙、並びに国民投票

の監視、指揮、統制及び運営について責任を負 う選挙管理委員

会を設置する。

第4条 選挙管理委員会は、国会及び地方政府議員選挙の為の選挙区の

区分について責任を持つ。

第5条 選挙管理委員会は独立 してお り、総理大臣、ブータン最高裁判

所長官、国民議会議長、国民評議会議長及び野党代表 により共

同推薦 された名簿からブータン国王によって任命された選挙管

理委員会委員長及び2人 の選挙委員から構成 される。

第6条 選挙管理委員会委員長及び選挙委員職の在任期間は、5年 又は

65歳 に達するまでのいずれか短い期間までとする。

第7条 国会は、法に応 じて、選挙管理委員会が国民議会解散後90日

間以内に選挙 を実施 し、議会を再構成することを保障する。

国民評議会及び地方政府においては、各議会の任期が満了する

日に合わせて、議会が再組織 されるように選挙 を実施すること

が出来る。県議会が早期に解散された場合には、解散 された日

より90日 間以内に議会は再構成 される。

第8条 国会は、国会及び地方政府議会選挙に異議 を唱える選挙請願書

の提出、又政党の管理規約及び選挙活動の管理規約だけではな

く、国家及び地方政府議会の正当な構成に必要なその他の問題

を含 む選挙 に関連又は関係する全ての問題に対 し法律 によって
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規定する。

第9条 本憲法の下、被選挙権者の要件は下記の とお りである。

(a)ブ ー タ ン 国民 で あ る こ と。

(b)最 低1年 間、当該選挙区の有権者登録簿に記載されているこ

と。

(c)立 候補登録を申請する時点で最低25歳 及び最高65歳 である

こと。

(d)国 会によって規定された必要な教育水準及びその他の要件に

合致 していること。

第10条 下記の項 目に該当する者は、本憲法の下、被選挙権又は議員の

資格 を剥奪 される。

(a)ブ ータン国民以外の者 と婚姻 している者。

(b)公 職か ら解雇 された者。

(c)如 何 なる刑事犯について有罪判決及び禁固刑を受けた者。

(d)政 府に対する税金又はその他の税の未納者。

(e)正 当な理由又は根拠が無 く、法律 によって規定 された期 日及

び方法により選挙資金会計簿の提出が出来 なかった者。

(f)政 府、公営企業又は公共企業において、如何 なる職 を有する

者。

(g)国 会 によって策定 されたあ らゆる法律の下、不適任者 と認定

された者。

第11条 本章第8条 の下、国会によって策定 された法律に従い提出され

た選挙請願書に対 し本章第10条 によるあらゆる資格剥奪者は、

高等裁判所によって判決 を受ける。

第12条 有権者による十分な情報の下での選択を提供する手段 として、

被選挙権者は、下記の事柄 を明らかにする宣誓供述書を立候補

登録 と共 に提出する。

(a)そ の者 自身、配偶者及び扶養家族の所得及び資産。

(b)そ の者の経歴及び学歴。

(c)も しあるならば、その者の刑事上の有罪記録。
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(d)係 争中の裁判において1年 以上の禁固刑に罰することの出来

る罪について告発 されている、並びに立候補登録の申請以前

にその罪が形作 られた又は裁判所によって認知 されたか どう

か。

王立会計監査院第24章
第1条 公的財源の使途について経済性、効率性及び有効性に関する監

査及び報告を行なう王立会計監査院を設置する。

第2条 王立会計監査院は、総理大臣、ブータン最高裁判所長官、国民

議会議長、国民評議会議長及び野党代表により共同推薦 された

名簿の優秀な者の中からブータン国王 によって任命される王立

会計監査院長官により統轄される独立 した機関である。

第3条 王立会計監査院長官職の在任期間は、5年 又は65歳 に達する

までのいずれか短い期間までとする。

第4条 王立会計監査院は、何事 にも恐れること無 く、贔屓無 く及び偏

見無 く、行政、立法、司法のあらゆる部署の会計及び、公的機

関、公的基金、警察、国防軍、国税局の受領済みの金銭及び準

備金を監査する。

第5条 王立会計監査院長官は、年度会計監査報告書 をブータン国王、

総理大臣及び国会 に提出する。

第6条 国会は、年次会計報告書又 は王立会計監査院長官 より提出され

たその他の報告書 について国会へその考察 を検査及 び報告する

のに適 していると認め られた国会議員によって組織 される公的

経理委員会の5人 の委員 を任命する。

第7条 王立会計監査院は、会計監査法(AuditAct)に 応 じて機能する。
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王立公職人事委員会第25章
第1条 効率的、透明的及び責任的な姿勢で公的義務を果たす、独立 し

ていて政治に属 さない公務員 を促進及び保障す る王立公職人事

委員会 を設置する。

第2条 委員会は、総理大臣、ブータン最高裁判所長官、国民議会議長、

国民評議会議長及び野党代表により共同推薦された名簿か ら委

員会の機能を助長するであろう、適正及び経験 を持つ優秀な者

の中からブー タン国王 によって任命された委員長及び他4名 の

委員から構成 される。

第3条 委員会委員長職及び委員職の在任期間は、5年 又は委員長職に

ついては65歳 、並びに委員職については60歳 に達するまでの

いずれか短い期間まで とする。

第4条 委員会は、政府の政策及び計画を実行するのに際 して、最良の

統治及び社会正義 を促進する為、非常に高い道徳性及び誠実性

によって導かれた専門的サービスを公務員が提供することを保

障するよう努める。

第5条 委員会は、長所、生産力及び公正 さを促進す る為、求職、任命、

人事、研修、移動及び昇進 に関わる共通規定及び制限を全ての

行政機関に普及 させることを保障する。

第6条 委員会は、これら委員会 を含む行政上の決定に反対する訴 えを

聞き入れる為、全ての公務員が第21章 第16条 の下、設立 され

た行政裁判所を通 し正義に頼ることを保障する。

第7条 委員会は、行政的活動によって不利益を被 った全ての公務員に

面会することが出来る。

第8条 政府の中央人事機関として機能する委員会は、定期的に会合 を

行い、又常設事務局によって支援 される。

第9条 委員会は、ブータン国王及び総理大臣に対 しその政策及び活動

についての年次報告書を提出する。
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第10条 王 立 公 職 人 事 委 員 会 は 、 公 職 人 事 法(CivilServiceAct)に

応 じて機 能 す る。

反汚職委員会第26章
第1条 独立機関であ り王国内において汚職を防止及び阻止する為の全

ての必要な方法 を実行 し、又国会 において策定 された法律 に

よって規定 されてい る権力及び機能を行使する機関であ り、1

名の委員長の統轄の下、2名 の委員か ら構成される半汚職委員

会 を設置する。

第2条 委員会の委員長及び委員は、総理大臣、ブータン最高裁判所長

官、国民議会議長、国民評議会議長及び野党代表により共同推

薦 された名簿からブータン国王によって任命される。

第3条 委員会委員長職及び委員職の在任期 間は、5年 又は65歳 に達

するまでのいずれか短い期間までとする。

第4条 委員会は、ブータン国王、総理大臣及び国会に対 し、その政策

及び活動 についての年次報告書を提出する。

第5条 委員会の調査結果 に基づ く個人、政党又は機関の起訴は、裁判

所 による判決の為司法長官の職により敏速 に引 き継がれる。

第6条 反 汚 職 委 員 会 は 、 反 汚 職 法(Anti-CorruptionAct)に 応 じて 機 能

す る 。

防衛第27章
第1条 ブータン国王は、正規軍及び民兵の最高位に位置する最高司令

官 を務める。

第2条 王立身体護衛隊は、ブータン国王の警護について責任 を負 う一

方、王国陸軍は、専門的常備軍 として機能する、又両軍は安全
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危機に対 しブータン防衛の中心的役割 を務める。

第3条 王国警察は、訓練された均一的な集団として内務省の下、法 と

秩序の維持及び犯罪の防止について第一に責任 を負い、更に国

家の防衛力の重要な一部とも考 えられる。

第4条 国会は、国家の防衛力強化の為、法律 により成人国民 に義務兵

役を要求出来る。

第5条 国家は、国家の安全及び福祉 を保護する正規軍の維持について

責任を負 う。

第6条 ブー タンは、 自衛又は安全、領土統一及び主権維持以外の目的

において諸外国に敵対 して軍事力 を行使 しない。

司法長官第28章
第1条 政府の領域及び職権内 より生 じる責任、並 びに同府に委託 され

るその他の法律に関する問題を、独立 して請け負 う司法長官の

職 を設置する。

第2条 ブータン国王は、総理大臣の推薦 に基づいて、優秀な法学専門

家を司法長官 として国王直筆の署名と印章 を備えた令状によっ

て任命する。

第3条 最高司法官である司法長官は、政府の法律顧問及び法的代表者

である。

第4条 その職務の遂行 として司法長官は、全 ての裁判に出廷出来る権

利 を有する。

第5条 司法長官は、法律 に応 じてあらゆる訴訟を創始、着手及び取 り

下げる権力 を有する。

第6条 司法長官は、あ らゆる法律上の問題に対 し、国会に出席 し、意

見を表明する権利 を有する。

第7条 司法長官は、ブータン国王及び総理大臣に対 し年次報告書を提

出する。
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第8条 司 法 長 官 の 職 は 、 司 法 長 官 法(OfficeoftheAttomey

General'sAct)に 応 じ機 能 す る。

賃金委員会第29章
第1条 独立的で総理大臣の推薦 に基づいて随時選出 される委員長 に

よって統轄される賃金委員会を設置する。

第2条 賃金委員会は、王国経済及び本憲法のその他の規定に十分 に配

慮 し、王立公務員、司法府、正規軍、国会及び地方政府議員、

王室、又その他全ての公務員の給料、手当、給付金及びその他

の報酬制度の改正 について政府に対 し提言する。

第3条 委員会の提言は、内閣の認可に応 じてのみ履行され、又国会に

よって策定された条件及び修正に従 う。

基幹公務員第30章
第1条 下記の項 目に該当する者のみ、本憲法の下、基幹公務員に就任

することが可能である。

(a)自 然 出生 に よ る ブ ー タ ン国 民 。

(b)ブ ータン国民以外の者 と婚姻 していない者。

第2条 本憲法の下、基幹公務員は、下記の者 とする。

(a)ブ ータンの最高裁判所長官及び最高裁判所裁判官。

(b)高 等裁判所長官及び裁判官。

(c)選 挙管理委員会委員長。

(d)王 立会計監査院長官。

(e)王 立公職人事委員会委員長。

(f)反 汚職委員会委員長。

第3条 基幹公務員は、政治的関係 を持たない。
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第4条 基幹公務員は、再任命 に該当 しない。

第5条 国会は、基幹公務員に対 し、法律 によ り必要 とする教育水準及

びその他の要件を規定出来 る。

第6条 基幹公務員は、非常 に高い道徳性及び誠実性 を保持する。

第7条 基幹公務員は、その職に就 く前、本憲法の補則第3条 に規定さ

れている、「地位の宣誓又 は確約」 を行なう。

第8条 基幹公務員の給料、在職期間、規律及 びその他の業務条件は、

法律によって規定され、その者の給料及び利益が任命後に不利

益 に繋がることが無いように与 えられる。

弾劾第31章
第1条 基幹公務員 は、弾劾によってのみ解任される。

第2条 基幹公務員 は、国会議員総数の3分 の2以 上の同意の下、不正

行為 についてのみ弾劾に処せ られる。

第3条 国会は、基幹公務員 を弾劾する、唯一の権力 を有する。

第4条 ブータン最高裁判所長官は、全 ての弾劾手順 を統轄 し、又最高

裁判所長官の弾劾については、最高裁判所の最年長裁判官が統

轄する。

第5条 司法長官は、国民議会議長に対 し弾劾条項に沿っての報告書 を

提出する。

第6条 弾劾についての手順は、自然正義の原理 を含む、国会によって

策定された法律 に従う。

国民投票第32章
第1条 国民の意思は、国民投票おいて、全県より数えられた投票総数

の単純過半数によって表現 される。
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第2条 下記によって、ブータン国王は、国民投票 を命ずることが出来

る。

(a)国 王によって法案が国家の重要事項であると判断され、国会

の両院合同会議 にて可決されなかった場合。

(b)全 ての県議会議員総数の3分 の1以 上によって作 られた要求。

第3条 住民投票 は、税の課税、変動又は廃止に関する事柄 については

実施 されない。

第4条 国会は、国民投票実施についての手順 を法律 によって規定する。

緊急事態第33章
第1条 ブータン国王は、国家又 はそのあらゆる地域の主権、安全及び

領土保全が外的侵略又は軍事暴動行為 により脅かされた際、総

理大臣の勧告状に基づいて、非常事態 を宣言する事が出来る。

第2条 ブータン国王は、総理大臣の勧告状に基づいて、国家全部又は

その一部が脅かされるもしくは影響 を受ける、社会的緊急事態

又は大災害 を宣言す ることがで き、その際、政府は状況の必要

性により絶対 に必要 とされた範囲において、本憲法の条項から

逸脱する処置を講 じることが出来る。

第3条 本章第1条 及び第2条 に基づ く非常事態の宣言は、国会の両院

合同会議において国会総議員数の3分 の2以 上によつて具体的

期 日内での延長が決議 された場合 を除 き、宣言 された 日から

21日 間以内の期間において効力 を維持する。

第4条 国民議会議員総数の4分 の1以 上により、非常事態の宣言又 は

非常事態の効力延長を否認する為の決議案 を、議会が閉会中で

あればブータン国王へ、開会中であれば国民議会議長へ文章に

て提出することが出来る。

第5条 国民議会議長又 はブータン国王 によってその動議が受理 された

日より21日 間以内に国会の両院合 同会議が開催 され ない場合
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には、非常事態宣言は直ちに失効する。

第6条 非常事態宣言が施行 されている場合、政府は、当該の地方政府

に対 し適切 な指示 を与える権限が与 えられる。

第7条 非常事態宣言が施行 されている場合、第7章 第2条 、第4条 、

第5条 、第12条 及び第18条 に基づ く本憲法 によって与えられ

た権利の施行は、一時停止 させ ることが出来る。

第8条 ブータン国王は、ブータンの財政及び通貨の安定性が脅威にさ

らされていると国王が認識 した場合、総理大臣の勧告状 に基づ

き、財政的非常事態を宣言出来 る。そのような宣言は、国会の

両院合同会議において国会議員総数の3分 の2以 上によって具

体的期 日内での延長が決議された場合を除き、宣言された日か

ら21日 間以内に各議会に提出される。

第9条 憲法は、国家の非常事態期間中には改正 されない。

改正第34章
第1条 第2章 第26条 の条項 に従い、国会は、本章に規定 された手順

に応 じ本憲法の条項 を追加、変更又は廃止などの方法により改

正する権利を有する。

第2条 本章第1条 に基づ く憲法改正の動議は、両院合同会議における

国会議員総数の単純過半数によって提出され、国会議員総数の

4分 の3以 上によって可決 されたのを受け、憲法はブータン国

王によ り与えられる承認 を受け改正される。

第3条 国会は、国会により憲法法案が国家の重要事項であると判断さ

れたにも拘 らず、ブータン国王より承認を与 えられなかった場

合、国民投票 を命ずることが出来る。これに応 じて、第32章

第1条 、第3条 及び第4条 が適用される。

第4条 本憲法のゾンカ語版及び英語版の間で意味が異 なるあらゆる場

合において、各原文は、同様な権威があると認識され、裁判所
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は2つ の原 文 を一 致 させ る 。

補則第1条 ブータン王国の国旗及び国章

・国 旗

旗の上半分の黄色は、国王の俗世界(政 治的)の 権威 を表現する。そ

れは、宗教 と政治の両面において国王の御行為が実 り多いことを意味す

る。

旗の半分のオレンジ色は、宗教的行為、すなわち仏教のカギュ派及び

ニンマ派の哲学 とその精神性の御加持の尊 さを表現する。

龍は、国名の由来 を表 し、その純 白色は、国家の数多 くの民俗 ・言語

に基づ く諸派の国家への忠誠を表現する。歯を剥 き出 しに している口 は、

国家の守護神 と守護女神の威厳を表 し、又宝珠は、豊かさと国家の完全

性を表現する。

・国 章

国章は、蓮の花の上に位置する2重 の金剛の上 にそびえる宝珠及びそ

れを囲む2匹 の龍によって形作 られる。2重 の金剛は、聖(宗 教的)及
　き

び俗(政 治的)権 力が ヴァジュラヤナ(VajrayanaForm)(18)の 教 えに基

づ く調和を表現 している。蓮の花 は、純潔 を表 し、宝珠 は主権 を表 し、

又2匹 の雄 と雌の龍は、王国の名前の由来 を表現 している。

補則第2条 ブータン王国国歌

18密 教 の意。
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雷龍の王国 をイ トスギの木で飾る

守護神 は、政教2元 の教 えを守る

高貴で栄誉に満 ちた王は、与えられたその支配権を拡げる

王の人格 は平常であ り、永久的な物を忠実に守るが

ブッタの教えは繁栄 し続 ける

平和及び幸福の太陽は国民(ブ ータン)の 上に輝 き続ける

補則第3条 任務の宣誓又は確約
私、(氏 名)は 、ブー タンの主権及び統合 を忠実 に堅持 し、国王、王

国及び国民(Tsawa-sum)へ の奉仕 を意識 し、自らの職務 を何事にも恐

れず、如何 なる者にも贔屓せず、自らの能力の限りを尽 くし、ブータン

王国憲法に忠誠を抱 き、任務遂行することを厳粛に誓約する。

補則第4条 秘密厳守の宣誓又は確約
私、(氏名)は 、(職名)の 責任 を果たす為 に必要とされた場合 を除き、

ブータン王国政府の(職 名)で ある私の考察の下に持 ち込まれた、 もし

くは私 に知 らされた事柄 に関してあらゆる人物 に対 し直接的又は間接的

に伝える、 もしくは明らかにしないことを厳粛 に誓約する。

共訳

(ペマ ギャルポ ・本学法学部教授)

(かねだ ゆうじ ・岐阜女子大学特別研究員)
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